
令和５年度

第１回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会 次第

令和５年 12月１日 13:30～17:00
高知共済会館 ４階

浜木綿

１ 開会 （ １３：３０～ ）

２ 議事

（１）強い農業づくり総合支援交付金及び （ １３：４０～ ）

産地生産基盤パワーアップ事業の実績について

内容説明：農業イノベーション推進課

農産物マーケティング戦略課

（２）日本型直接支払の実施状況について （ １４：１０～ ）

内容説明：環境農業推進課

農業政策課

休憩 １５：００～

（３）多面的機能支払交付金の施策評価について（ １５：１０～ ）

内容説明：農業政策課

３ 閉会 （ ～１７：００ ）



令和５年度

第１回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会

配布資料

（1）強い農業づくり総合支援交付金及び

産地生産基盤パワーアップ事業の実績について

○Next次世代型こうち新施設園芸システムの普及推進

○強い農業づくり総合支援交付金及び産地生産基盤パワーアップ事業

の実績について

○強い農業づくり総合支援交付金事業（集出荷場整備関連）

の実績について

農業イノベーション推進課

農産物マーケティング戦略課

資料１



　　Next次世代型こうち新施設園芸システムの普及推進

●作物情報や環境情報等のビッグデータを駆使し、普及指導員が個々の生産者の
　栽培状況等を様々な角度から分析・可視化
●生産管理の予測や意思決定に役立つ情報を、生産者にリアルタイムでフィードバック

データ駆動型農業による営農支援の強化

　農業のデジタル化と産地の生産基盤強化を推進し、農業算出額の目標を達成!

　強い農業づくり総合支援交付金や産地生産基盤パ
ワーアップ事業等を活用し、次世代型ハウスの整備や既
存ハウスへの環境制御技術の導入に取り組んできた。
　R4年度末時点で、次世代型ハウスは83.4ha、環境
制御技術導入面積は494.4haに普及。
　R5年度からは、園芸用ハウス等リノベーション事業の創
設により既存ハウスの長寿命化や高度化も支援。

園芸産地の生産基盤強化

●環境制御技術の普及推進

●次世代型ハウスの整備促進と低コスト化

ビッグデータ

✔気象データ
✔ハウス内環境データ

✔生理･生育データ
✔出荷データ

農作業データ

作物情報データ

環境情報データ

分析

指導員　

営農支援
様々な角度から分析 「経験と勘に頼る農業」からの

転換を図り、全ての生産者を
対象に、データ駆動型農業を
推進

✔リアルタイムでの営農
　改善による生産性・
　収益性の向上
✔普及指導の効率化

さ
ら
な
る
整
備
・
推
進

　データ駆動型農業では、先進農家だけでなく、産地全体が取り組み、多くのデータを収集・分析・　　
　フィードバックすることが重要であり、まずはデータを収集する生産環境の整備が必要。

 １ 大規模施設園芸団地

　２ 高軒高を中心とする
  　　大規模次世代ハウス

　３ 低コスト耐候性等の
　　　中規模次世代ハウス

 ４ 既存型ハウスへの
     環境制御技術導入

収量倍増

収量
3～5割増

【国】強い農業づくり
　　　　総合支援交付金
　(次世代施設園芸優先枠)

【国】強い農業づくり
   総合支援交付金
【国】産地生産基盤パワー
  アップ事業(整備事業)

【国】産地生産基盤パワー
    アップ事業
   （生産支援事業）

収量
1～3割増

　●産学官連携プロジェクトにより、IoP（Internet of Plants）等の最先端
　　の研究を進展
　●栽培、出荷、流通までを見通したデータ連携基盤「IoPクラウド」に様々な
　　データを収集・蓄積（R4年9月:IoPクラウドの本格運用開始）
　●通信機能を備えたデバイス等の開発促進
　●集積データを営農、研究、開発、新たなサービス展開などに活用

施設園芸関連
産業群の創出・集積

施設園芸農業
の飛躍的発展

AI

データベース

IoPクラウド ×

・高収量農家データ

・気象データ
・ハウス環境データ

・労働データ・出荷データ
・作物データ

・他関連
　ビックデータ

　

ＩｏＰプロジェクトの推進

●企業参入のための用地確保対策の強化

●立地企業へのアフターフォロー

●産地から企業を誘致する活動強化

地元と協働した企業の農業参入の推進

●既存ハウスの強靱化及び施設の高度化

　企業を誘致するには、用地の確保が欠かせない。　　
　市町村と連携し、新たな園芸団地用地を確保し、
産地から積極的に企業を誘致していく対策を強化。
　参入いただいた企業に対しては、経営安定へのア
フターフォローを実施。

　 地域の担い手確保の1つの形として、企業による農業参入があり、
参入による生産面積の維持・拡大や雇用就農の増加、産地の活性
化などが期待される。H27以降、11社が本県に農業参入している。12.6 ha

20.4 ha
32.6 ha

46.0 ha

59.6 ha
66.9 ha

75.5 ha
83.4 ha

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

整備面積

41.2ha
94.7ha

166.3ha

275.0ha

380.0ha
432.3ha

451.7ha477.4ha494.4ha

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

導入面積

次世代型
ハウス整備

環境制御
技術の普及

 四万十町次世代団地(3社4.3ha) 　イチネン高知日高村農園(2.1ha)
　Aitosa(株)(0.4ha)

　大規模施設園芸団地(日高村本郷)



令和４年度実績

強い農業づくり総合支援交付金及び産地生産基盤パワーアップ事業の実績について
農業イノベーション推進課　次世代園芸推進担当

令和５年度計画

総事業費	 ２１４,500千円　

国費	   97,500千円

事業実施地区	 芸西村（ピーマン）

整備棟数	 １棟

受益面積	 0.60ha

①低コスト耐候性ハウスの整備
（令和３年度繰越）

　　　　　②省エネ機器のリース導入
総事業費	 67,961　千円　

国費	 33,979　千円

事業実施地区	 芸西村（ピーマン・花き）、香南市（ハ

ウスみかん）、須崎市（ミョウガ）、中土佐町（ミョウガ）

導入台数	 66台（※ヒートポンプ）

受益面積	 218.5ha（11戸）

トマトの選果ラインを高度化（組合せ計量器及びパレタイザー

等の導入）を行い、集出荷作業の省力化、上位規格品の割合

増加に取り組む。

総事業費	 62,931　千円　

国費	 28,605　千円

事業実施地区	 三原村（トマト）

整備棟数	 １棟

受益面積	 2.7ha

③トマト選果ラインの高度化 　　　　　④かんしょ予冷貯蔵庫及び冷凍保管庫の整備
　　　　　⑤栽培管理機器のリース導入

産地の甘藷栽培面積及び生産の拡大に取り組む。

事業実施地区　　四万十町（かんしょ）　　受益面積　　4.0ha

■概要
　水田・畑作・野菜・果樹等の産地が販売額の向上や生産コストの低減など、課題の解決や目標を達
成するために自ら定めた「産地パワーアップ計画」に基づいた取組について支援する。
■補助対象
・低コスト耐候性ハウス、集出荷貯蔵施設など産地の生産力・販売力向上に必要な施設整備
（整備事業）
・農業機械等のリース導入、生産資材の導入（生産支援事業）
・重油ボイラー等の化石燃料を使用する加温機からヒートポンプ等への転換及び省エネ設備の導入及
びリース導入（施設園芸エネルギー転換枠）
■補助率：　1/2以内

産地生産基盤パワーアップ事業
■概要
　産地の収益力強化や産地合理化の促進、みどりの食料システム戦略を推進するため、産地の発展の
状況に応じて必要な農業用機械・施設の導入を支援する。
■補助対象
　低コスト耐候性ハウス、集出荷貯蔵施設など産地の生産力・販売力向上に必要な施設整備等
（産地基幹施設等支援タイプ）
■補助率：　1/2以内

強い農業づくり総合支援交付金

ヒートポンプ

イメージ

令和４年度実績

①
②

②

②

④
⑤

③

②
⑥

総事業費　7,008千円　　　国費　3,504千円

事業実施地区　須崎市（ミョウガ）

⑥省エネ機器のリース導入

令和５年度計画

【整備事業】　加工用甘藷用予冷庫、

芋ペースト用冷凍庫を整備。

総事業費	 52,470千円　

国費	 23,850千円

【生産支援事業】　栽培管理機器（トラ

クター、肥料散布器等）をリース導入。

総事業費	 8,221千円　

国費	 4,110千円



令和４年度実績

強い農業づくり総合支援交付金事業（集出荷場整備関連）の実績について
農産物マーケティング戦略課　輸出・流通企画担当

強い農業づくり総合支援交付金

概　要
　産地の収益力強化や産地合理化の促進、みどりの食料システム戦略を
推進するため、産地の発展の状況に応じて必要な農業用機械・施設の導
入を支援する事業。

令和６年度成果見込み

整備事業

総事業費　679,784千円
 　

国費       295,356千円

【集出荷貯蔵施設】
　整備棟数：１棟
　導入機器：予冷庫2基、計量・結束・包装機６台
　　　　　　ロボットパレタイザー１台
　整備面積：0.272ha
　　令和２年JA高知県が掲げた集出荷場再編構想の中で
　も最初の集出荷場。
　　これまで複数地区で同様の作業を行っていたが、出荷
　場を統合再編し、幡多地区では主に出荷調整作業を行い、
　四万十地区で計量・結束・包装作業を行うことで、全体
　の作業効率を高めるとともに契約取引量の増加を目指す。

強い農業づくり総合支援事業
受益地

※令和５年度に繰越し、6月15日しゅん工。

このうち　産地基幹施設等支援タイプのうち①産地競争力の強化

四万十町　にら集出荷施設

四万十新集出荷場

○再編計画の概要

現状
（令和２年）

※処理量及び利用率は上段に直近年（Ｒ３園芸年度）、下段内に５年前（Ｈ28園芸年度）

目標
（令和６年）

（参考）集出荷場のプラント部分の概要
包装機３台

（窪川出荷場より移設）
計量結束

包装機２台
（佐賀出荷場より移設）

計量結束
包装機

６台（新設）

受入予冷庫より農家が自身で結束し、
持ち込んだニラを包装

ロボットパレタイザ
（新設）

出荷用
予冷庫

へ

コンベア
（新設）

378,485

650,000

0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000

令和２年 令和６年

類別Ｉ6  契約取引数量目標（kg）

71.7％増

（参考）にらの集出荷工程と事業による出荷作業の合理化

横持ち

区分 対象品目、計画処理量 処理量 利用率 利用料金 稼動期間

窪川野菜
集出荷場

にら　1,475ｔ 1,584ｔ
（1,532ｔ）

107％
（104％）

包装作業
72円/kg

9月～8月

佐賀
集出荷場

にら　361t
※出荷調整作業前の

計画処理量

934t
（ 515t）

259％
（143％）

出荷調整

・計量結束
・包装作業
201円/kg

9月～8月

場　計 にら　1,836ｔ
2,518ｔ

（2,046ｔ）
137％

（111％）
　 9月～8月

区分 対象品目、計画処理量 処理量 利用率 利用料金 稼動期間

四万十新
集出荷場

にら　2,398ｔ
（佐賀集出荷場からの出荷調
整作業後の横持分778t含む）

2,398ｔ 100％

計量結束

包装作業
126.4円/kg
包装作業
72円/kg

9月～8月

佐賀
集出荷場

にら　1,111t
※出荷調整作業前の

計画処理量

1,111t
出荷調整作業

78円/kg
9月～8月

場　計 にら　2,731ｔ
(参考：2,398+(1,111-778)=2,731)

2,731ｔ 100％ 　 9月～8月

計量結束・包装作業を新集出荷場でまとめて行う

 類別b1　集出荷施設の利用率（処理量÷計画処理量）

 現 状 値  目 標 値

 （令和2年）
 集出荷施設の利用率：137％
 （2,518,439kg/1,835,663kg）

 （令和6年）
 集出荷施設の利用率：100％
 （2,398,000kg/2,398,000kg）

 収　　穫 → 出荷調整作業（下葉、傷葉、古葉等の除去） → 計量・結束 → 　包　　装 →　　出　　荷

　 　 佐　賀　集　出　荷　場

　 　 　 　 　 　 窪川野菜集出荷場

・佐賀集出荷場は作業全般を行っており、処理能力をオーバーしていたため、生産者の持ち込みを制限していた。
・窪川野菜集出荷場は包装作業のみを行っていたが、農家の労働力不足から集出荷場での計量・結束作業が
 求められていた。

⬇

 収　　穫 → 出荷調整作業（下葉、傷葉、古葉等の除去） → 計量・結束 → 　包　　装 → 　出　　荷

　 　 佐　賀　集　出　荷　場（一部は出荷継続）

　 　 　 　 四 万 十 新 集 出 荷 場
・四万十新集出荷場の整備により、計量・結束・包装作業の受入量を拡大し、佐賀からの横持も受け入れる。
　これまでの窪川野菜集出荷場はにら以外で使用する。
・佐賀集出荷場では主に出荷調整作業を行い、調整作業後のにらの約7割を四万十新集出荷場に横持ちする。

（現状）

（整備後）



令和５年度

第１回高知県農業経営・生産対策等に関する第三者委員会

配布資料

（２）日本型直接支払の実施状況について

○日本型直接支払

○環境保全型農業直接支払交付金の実施状況

○多面的機能支払交付金の実施状況

○中山間地域等直接支払交付金の実施状況

環境農業推進課

農業政策課

資料２



77 日本型直接支払
【令和６年度予算概算要求額 78,093（77,402）百万円】

＜対策のポイント＞
農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を

支援します。

＜政策目標＞
地域の共同活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動による農業・農村の多面的機能の維持・発揮

＜事業の全体像＞

多面的機能支払
48,753（48,652）百万円

○自然環境の保全に資する生産方式を導入した農業生産活動を推進するため、
活動の追加的コストを支援

環境保全型農業直接支払
2,841（2,650）百万円

カバークロップ有機農業 堆肥の施用

【資源向上支払】
○地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援
・水路、農道、ため池の軽微な補修
・生態系保全などの農村環境保全活動
・施設の長寿命化のための活動 等

【農地維持支払】
○多面的機能を支える共同活動を支援
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面
維持等の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化 等

※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、規模拡大を後押し

農地法面の草刈り 水路の泥上げ

水路のひび割れ補修 ため池の外来種駆除

近年の農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられ国民全体が享受している多面的機能（国土保全、水源涵養、景観
形成等）の発揮に支障が生じつつあることから、平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、地域の共同活動による
多面的機能の発揮を促進する制度として実施しています。

多
面
的
機
能
の
発
揮

生産方式
に着目

活動内容
に着目

多
面
的
機
能
の

高
度
な
発
揮

中山間地域等直接支払
26,500（26,100）百万円

中山間地域
（山口県長門市）

対象地域
に着目

○中山間地域等において、農業生産条件
の不利を補正することにより、将来に向けた
農業生産活動の継続を支援

・農業生産活動（耕作放棄の防止活動等）
・多面的機能を増進する活動
（周辺林地の管理、景観作物の作付等）



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．多面的機能支払交付金 47,050（47,050）百万円
① 農地維持支払

地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共
同活動を支援します。
② 資源向上支払

地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化
のための活動を支援します。

２．多面的機能支払推進交付金 1,535（1,602）百万円
交付金の適正かつ円滑な実施に向けて、都道府県、市町村

等による多面的機能支払交付金の推進を支援します。

３．多面的機能支払伴走支援事業 168（ー）百万円
活動組織の体制強化や多様な人材の参画促進に向けて、

都道府県、市町村等が行う活動組織への専門家の派遣、外
部団体とのマッチング等に対して支援します。

＜対策のポイント＞
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

＜事業目標＞
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の向上（５割以上［令和７年度まで］）
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の割合の向上（６割以上［令和７年度まで］）

77ー１ 日本型直接支払のうち
多面的機能支払交付金 【令和６年度予算概算要求額 48,753（48,652）百万円】

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］
※１：➋、❸の資源向上支払は、

➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､

➋に75％単価を適用
※３：❸の長寿命化において、直営施工を

行わない等の場合は、5/6単価を適用

都府県 北海道

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
（共同）

❸資源向上支払
（長寿命化）

❶農地維持支払 ❷資源向上支払
（共同）

❸資源向上支払
（長寿命化）

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400
畑 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600
草地 250 240 400 130 120 400

（円/10a）

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

＜事業の流れ＞

国 都道府県 市町村
定額定額

農業者等
定額

農地維持支払
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持 等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源
の保全管理に関する構想の策定 等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持

・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
態系保全などの農村環境保全活動 等
・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修 等

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除

資源向上支払

実 施 主 体：農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農用地：農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

項目 都府県 北海道

多面的機能の更なる増進 多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等
田 400 320
畑 240 80
草地 40 20

水田の雨水貯留機能の強
化（田んぼダム）の推進 資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の１/２以上で取り組む場合 田 400 320

【加算措置】

［お問い合わせ先］農村振興局農地資源課（03-6744-2197）

（１の事業）

国 都道府県 市町村等
定額定額

（２・３の事業）

【交付単価】

（円/10a）



【令和６年度予算概算要求額 26,500（26,100）百万円】
＜対策のポイント＞
中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向けた農業生産活動の継続を支援します。

＜事業目標＞
耕作放棄を防止し、中山間地域等の農用地7.5万haの減少を防止［令和６年度まで］

77ー２ 日本型直接支払のうち
中山間地域等直接支払交付金

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．中山間地域等直接支払交付金 26,200（25,800）百万円
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・
管理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行
う場合に、面積に応じて一定額を交付します。

２．中山間地域等直接支払推進交付金 300（300）百万円
制度の適正かつ円滑な実施に向けた都道府県、市町村等の推進体制を強化します。

「農業生産活動等を継続するための活動」のみを行う場合は交付単価の８割（基礎単価）、これに加えて
「集落戦略の作成」を行う場合は交付単価の10割を交付（体制整備単価）

10m

0.5m

田：急傾斜
（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分 交付単価
（円/10a）

田
急傾斜（1/20~） 21,000

緩傾斜（1/100~） 8,000

畑
急傾斜（15度~） 11,500

緩傾斜（８度~） 3,500

畑：急傾斜
（傾斜：15度）

11,500円/10a

2.7m

10m

【主な交付単価】

【対象地域】中山間地域等
（地域振興８法と棚田法指定地域及び知事が定める特認地域）

【対 象 者】集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

【加算措置】

① 農業生産活動等を継続するための活動（耕作放棄の発生防止、水路・農道の管理活動等）
② 農業生産活動等の体制整備のための取組（集落戦略の作成）

【集落協定等に基づく活動】

［お問い合わせ先］農村振興局地域振興課（03-3501-8359）

加算項目（取組目標の設定・達成が必要） 10a当たり単価
棚田地域振興活動加算

棚田地域振興法に基づく認定棚田地域振興活動計画の対象棚田等
（田1/20以上、畑15度以上）の保全と地域の振興を支援
〔超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

10,000円
（田・畑）

棚田地域振興活動加算を受ける農地のうち超急傾斜農地
（田1/10以上、畑20度以上）
〔超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算、生産性向上加算との重複は不可〕

14,000円
（田・畑）

超急傾斜農地保全管理加算
超急傾斜農地（田1/10以上、畑20度以上）の保全や有効活用を支援

6,000円
（田・畑）

集落協定広域化加算 【上限額：200万円/年】
広域で集落協定を締結し、将来の集落維持に向けた活動を支援

3,000円
(地目にかかわらず)

集落機能強化加算 【上限額：200万円/年】
新たな人材の確保、営農以外の組織との連携体制の構築等の取組を支援
生産性向上加算 【上限額：200万円/年】
農地の集積・集約や所得向上、省力化技術の導入等の取組を支援

※ 本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った
場合、交付金が減額されることがあります。

＜事業の流れ＞

国 都道府県 市町村
定額定額

農業者等
定額

（１の事業）

国 都道府県
定額定額

市町村等 （２の事業）



77ー３ 日本型直接支払のうち
環境保全型農業直接支払交付金 【令和６年度予算概算要求額 2,841（2,650）百万円】

＜対策のポイント＞
農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能の発揮を図るとともに､みどりの食料システム戦略の実現に向けて、農業生産に由来する環境負荷を低減す

る取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動を支援します。

＜事業目標＞
温室効果ガス排出削減への貢献、生物多様性保全の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．環境保全型農業直接支払交付金 2,737（2,537）百万円
① 対象者：農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等
② 対象となる農業者の要件
ア 主作物について販売することを目的に生産を行っていること
イ 持続可能な農業生産に向けた研修の受講と自己点検に取り組むこと
ウ 環境保全型農業の取組を広げる活動（技術向上や理解促進に係
る活動等）に取り組むこと

③ 支援対象活動
化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて
行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動

④ 取組拡大加算
有機農業の新規取組者の受入れ・定着に向けた活動を支援

２．環境保全型農業直接支払推進交付金 104（104）百万円
都道府県、市町村等による環境保全型農業直接支払交付金事業の
推進を支援します。

国
都道府県 農業者団体等

＜事業の流れ＞

定額 定額
市町村

定額

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課（03-6744-0499）

（２の事業）

化学肥料、化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う以下の取組
▶ 全国共通取組

▶ 地域特認取組 地域の環境や農業の実態等を踏まえ、都道府県が申請し、国が承認した、
地域を限定した取組（冬期湛水管理、炭の投入等）

本制度は、予算の範囲内で交付金を交付する仕組みです。申請額の全国合計が予算額を上回った場合、交付金が減額されることがあります。
配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。

✤

注１）国際水準の有機農業を実施していることが要件となります。
有機JAS認証取得を求めるものではありません。

注２）土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、カバークロップ、
リビングマルチ、草生栽培のいずれかを実施していただきます。

注３）前作の畝を利用し、畝の播種部分のみ耕起する専用播種
機により播種を行う取組です。

有機農業 堆肥の施用

カバークロップ 長期中干し

国が定めた全国を対象とする取組
全国共通取組 交付単価

（円/10a）
有
機
農
業
注１）

そば等雑穀、飼料作物以外 12,000
このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施
する場合注2）に限り、2,000円を加算。
そば等雑穀、飼料作物 3,000

堆肥の施用 4,400
カバークロップ 6,000
リビングマルチ
（うち、小麦・大麦等）

5,400
(3,200)

草生栽培 5,000
不耕起播種注３） 3,000
長期中干し 800
秋耕 800

※交付単価は、都道府県が設定します。

【支援対象取組・交付単価】

【取組拡大加算】
有機農業に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する
農業者団体に対し、活動によって増加した新規取組面積に応じて支援
（交付単価：4,000円/10a）

✤都道府県定額 市町村等
定額

（１の事業）



令和 5年 12月 1日

1. 背景・目的
日本型直接支払制度の 1つとして実施（多面的機能支払・中山間地域等直接支払・環境保

全型農業直接支払）。地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い減化学肥料・農薬等
の生産方式に取り組む農業者に対する支援を行うことで、営農活動による環境負荷を低減
し、農業者が有する環境保全機能の向上を図る。

2. これまでの取組
（１）支援内容

農業者が化学肥料・化学合成農薬を５割以上低減した上で、地球温暖化防止や生物多様
性保全に効果の高い営農活動（高知県の取組は下表参照）に取組む場合、取組面積に応じ
て支援する。

（２）取組実績 実施市町村数：15（令和 4年度）

全体の取組面積は横ばい状態にあるものの、有機農業は年々増加。

3. 課題
秋耕等、交付単価の低い取組は事務負担に対して単価が低いとの意見がある。現状の取組

農業者が継続して取組を行うためにも事務負担の軽減は望ましい。
また取組を拡大していく上で、市町村の推進体制の整備は不可欠である。新たな市町村で

の取組拡大にあたっては農業者、そして市町村職員の理解を得られるように制度の周知に
努める必要がある。

4. 今後の方針
高知県有機農業推進基本計画においては、2030 年までに有機ＪＡＳ認定事業者における

有機農業の取組面積及び環境保全型農業直接支援対策で支援の対象となる有機農業の取組
面積を 408 ha に拡大することを目標に掲げている。近年、有機面積は増加傾向にあるが、
更なる面積拡大へ向けて、本事業の取組を今後も継続して推進していく。

H30 R1 R2 R3 R4 H30 R1 R2 R3 R4

堆肥 11.87 9.17 10.94 14.46 14.23 522 404 481 636 626 

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ 17.49 16.80 15.41 33.56 31.59 1,399 1,344 925 2,014 1,895 

秋耕 - - - - 30.34 - - - - 243 

有機農業 101.33 101.99 106.04 109.83 119.05 8,106 8,159 12,728 13,235 14,342 

冬期湛水 61.06 55.08 53.41 52.21 - 2,939 2,661 2,591 2,525 -

土着天敵 0.56 0.56 - - - 45 45 - - -

192.31 183.60 185.80 210.06 195.21 13,012 12,612 16,725 18,409 17,106 

取組面積(ha) 交付金額（千円）

合      計

取組内容

全国
共通

地域
特認

環境保全型農業直接支払交付金について
（環境農業推進課）

資料１

503590
四角形



環境保全型農業直接支払交付金について

令 和 ５ 年 ９ 月

資料２

503590
四角形
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１ 環境保全型農業に係る施策の変遷

1

○ 平成19年度から開始した「農地･水･環境保全向上対策」において、地域ぐるみで化学肥料及び化学合成農薬を５割以上低減する取組
に対する支援（環境支払）を開始。

○ 平成23年度には、国際的な動きとして地球温暖化防止や生物多様性保全への対応が急務となる中、農地･水･環境保全向上対策から環
境支払を分離し、「環境保全型農業直接支援対策」を創設。地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動への支援を開始。

○ 平成26年度に、農業、農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、中山間地域等直接支払、多面的機能支払及び本対策を「日
本型直接支払制度」として位置付け。平成27年度から、｢農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律｣ に基づく制度として
「環境保全型農業直接支払」を実施。実施期間は５年間であり、令和２年度から第２期が開始。

○ 令和３年度には、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を策定。
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（2011）

環境保全型
農業直接
支援対策

H26
（2014）

H27
（2015）

【食料･農業･農村基本計画】（R2.3）
○ 気候変動に対する緩和・適応策の推進（抜粋）

堆肥の施用等地球温暖化防止等に効果の高い取組を推進するため、環境保全型農業直接支払制度において、支援取組の効果の評価を行い、より環境保全効果の高い取組への
支援の重点化を図り、全体の質の向上と面的拡がりを両立させるほか堆肥・バイオ炭等の施用による炭素の貯留効果の分析等についての検討を行う。

○ 生物多様性の保全及び利用（抜粋）
生物多様性保全効果の見える化を通じ、有機農業や土着天敵の利用等、生物多様性保全に効果の高い取組を推進する。

○ 多面的機能の発揮の促進（抜粋）
農業の有する多面的機能の適切かつ十分な発揮のための地域資源の共同保全活動、中山間地域等における農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動等への支援を
行う日本型直接支払制度（多面的機能支払制度、中山間地域等直接支払制度及び環境保全型農業直接支払制度）について、構成する３制度の連携強化を図りつつ、集落内外
の組織や非農家の住民と協力しながら、活動組織の広域化等や人材確保、省力化技術の導入を推進する。

日本型直接支払制度 創設 第１期
(H27~R1)

第２期
(R2～R6)

電子申請の
開始

R4
（2022）

み
ど
り
の
食
料

シ
ス
テ
ム
戦
略
策
定

R3
（2021）



１．農業の有する多面的機能が、国民に多くの恵沢をもたらすものであることを踏まえ、その発揮の促進を図る取組に対し、国、
都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られな
ければならない。

２．農業の有する多面的機能の発揮の促進に当たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源である農用
地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業者その他の地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社会の
維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資するものであることに鑑み、
当該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。（第２条）

基本理念

2

２ 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の概要（平成26年６月）

１．農林水産大臣による「基本指針」の策定（第４条）
２．都道府県知事による「基本方針」の策定（第５条）
３．市町村による「促進計画」の作成（第６条）
４．農業者団体等による「事業計画」の作成・実施（第７条）

計画制度

１．農地、農業用水等の保全のための地域の共同活動により行われる次の取組 【多面的機能支払】（第３条第３項第１号）
イ 水路、農道、農地法面等の機能を維持するための取組 （農地維持支払）
ロ イの機能を増進するための改良、補修等の取組 （資源向上支払）

２．中山間地域等における農業生産活動の継続を推進する取組 【中山間地域等直接支払】（第３条第３項第２号）
３．自然環境の保全に資する農業生産活動を推進する取組 【環境保全型農業直接支払】（第３条第３項第３号）

対象となる取組

国、都道府県及び市町村による費用の補助（第９条）

事業計画に記載された事業の実施に対する措置



３ 日本型直接支払制度の概要

○ 農業・農村は、国土保全、水源かん養、自然環境保全、景観形成等の多面的機能を有しており、その利益は広く国民全体が
享受しているが、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、地域の共同活動等によって支えられている多面的機能の
発揮に支障が生じる状況。

○ また、地域の共同活動の困難化に伴い、担い手への水路、農道等の地域資源の維持管理の負担が増大し、担い手による規模
拡大が阻害されることも懸念される状況。

○ このため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業・農村の多面的機能の発揮のための地域
活動や営農の継続等に対して支援を行い、多面的機能が今後とも適切に発揮されるようにするとともに、担い手の育成等
構造改革を後押ししていく必要。

※ 金額は、R５年度予算額 （括弧内は、R４年度予算額）
＜制度の全体像＞

多面的機能支払
48,652（48,702）百万円

○自然環境の保全に資する生産方式を導入した農業生産活動を推進するため、
活動の追加的コストを支援

環境保全型農業直接支払
2,650（2,650）百万円

○中山間地域等における農業生産活動の継
続的な実施を推進するため、農業生産条件
の不利を補正

・農業生産活動（耕作放棄の防止活動等）
・多面的機能を増進する活動（周辺林地の

管理、景観作物の作付等）

中山間地域等直接支払
26,100（26,100）百万円

中山間地域
（山口県長門市）

カバークロップ有機農業 堆肥の施用

【資源向上支払】
○地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る共同活動を支援
・水路、農道、ため池の軽微な補修
・生態系保全などの農村環境保全活動
・施設の長寿命化のための活動 等

【農地維持支払】
○多面的機能を支える共同活動を支援
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の

路面維持等の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化 等

※担い手に集中する水路・農道等の管理を地域で支え、規模拡大を後押し

農地法面の草刈り 水路の泥上げ

水路のひび割れ補修 ため池の外来種駆除

多
面
的
機
能
の
発
揮

生産方式
に着目

活動内容
に着目

対象地域
に着目

多
面
的
機
能
の

高
度
な
発
揮

3



４ 環境保全型農業直接支払交付金の制度の概要
○ 農業者の組織する団体等が実施する化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や

生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動等に取り組む場合に支援を実施。
○ 地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い農業生産活動として、全国共通の取組のほか、地域の環境や農業の実態等を

勘案した上で、地域を設定して支援の対象とする地域特認取組を都道府県の申請に基づき設定し、支援を実施。
〇 有機農業に新たに取り組む農業者の受入れ・定着に向けて、栽培技術の指導等の活動を実施する農業者団体に対し、活動に

よって増加した新規取組面積に応じて支援を実施。

4

対象となる取組

地球温暖化防止に効果の高い営農活動 生物多様性保全等に効果の高い営農活動

化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組

有機農業 冬期湛水管理
総合的病害虫･
雑草管理（IPM）カバークロップ堆肥の施用有機農業

土壌中に炭素を貯留し､地球温暖化防止に貢献 様々な生物を地域で育み､生物多様性保全に貢献

等 等

交付単価

本制度は予算の範囲内で交付金を交付する
仕組みです。申請額の全国合計が予算額を
上回った場合、交付額が減額されることがあります。
配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。

✤ 交付単価は営農活動に係る｢掛かり増し経費｣に
着目して設定

慣行農業 環境保全型農業

環境保全効果の高い営農活動
の導入に伴い、必要のなくなった
作業工程に係る生産費の減少

環境保全効果の高い営農活動
の導入に伴う生産費の増加

!

営農活動に係る掛かり増し経費
＝交付金にて支援

全国共通取組 交付単価
（円/10a）

有機
農業

そば等雑穀、飼料作物以外 12,000
このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合注）

に限り、2,000円を加算。
そば等雑穀、飼料作物 3,000

堆肥の施用 4,400
カバークロップ 6,000
リビングマルチ
（うち、小麦・大麦等）

5,400

草生栽培 5,000
不耕起播種 3,000
長期中干し 800
秋耕 800

地域特認取組
交付単価は、都道府県が設定します。

Ṗ
(3,200)

取組拡大加算
有機農業の栽培指導等によって増加した新規取組面積あたり

4,000円/10a
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